
②受診

ご利用の当日または前日に当院小児科を受診していただき、体調確認のための診察を受け、

保育看護を行う上での配慮事項など必要事項を指定の診療情報提供書を記入してもらってく

ださい 

・指定の診療情報提供書がない場合は、お預かりできません。

・与薬内容に漏れがないようご注意ください。無記入の場合は与薬できません

・受診する際は事前に小児科にご連絡をお願いいたします

外来センター小児科ケアルーム（内線 ２１１２５）、救急外来小児科当直（PHS 29272）

【月～金曜日】 

外来センター：午前 9時から午後 4時 

※病児保育室利用とお伝えください

※９時～９時１５分は病児保育室利用希望者優先診療（救急対応等で前後することあり）

救急外来：午後 4時から午後 7時 

※翌日の病児保育室利用目的の受診の場合のみ選定療養費は免除

この時間以外の受診は選定療養費免除の対象にはなりません

【日曜・祝日（ただし翌日が病児保育室開室日に限る）】 

救急外来：午前�10�時から午後�4 時 

※翌日の病児保育室利用目的の受診の場合のみ選定療養費は免除

この時間以外の受診は選定療養費免除の対象にはなりません

※救急外来院内処方の場合、処方は最大３日間までとなります（翌日の病児保育室利用目的

の受診の場合のみ）


